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シリーズ　本を読む

『文化的に生きる権利─文化政策研究からみた憲法第二十五条の可能性』
（中村美帆（著）、春風社、2021年）

文学部 教授　川村 陶子

学部で担当する講義「国際文化論」の学期2回目
ぐらいの授業で、毎回文化の概念について検討す
る。その際、学生からの反響が大きいのが、日本
国憲法第25条第1項「すべて国民は、健康で文化
的な最低限度の生活を営む権利を有
する」の「文化」はどのような内容をさ
すのか、という問いだ。2021年度の
オンライン授業でも200名近い受講
者が具体例とともに意見を寄せ、「文
化は生活におけるプラスαだと思う」
「文化は不要不急ではない」といった
熱い議論が展開した。
この憲法第25条の「文化」に徹底的
にこだわり、文化政策研究の見地か
らそこに込められた思想や実践的可
能性を追究したのが本書である。本書の著者は法
学部から人文系の大学院に進学し、従来の憲法研
究とは異なるアプローチでこの条文を分析した。
これまでの憲法学では、憲法第25条を生存権の観
点から検討してきたが、その際に「文化」という文
言は長らく研究対象として主題化されなかったと
いう。2000年代に入って憲法における「文化」の概
念に注目が集まるようになったが、それは主に表
現の自由との関連からであり、第25条の生存権と
の関連で文化が論じられることはなかった。憲法
の中で唯一文化に言及しているこの箇所が約70年
ものあいだ研究上の空白領域だったのだ。文化を
考え学び、実践する者にとっては大問題である。
著者は本書で、憲法第25条が規定する「文化的

に生きる権利」が、文化政策の基本理念のひとつで
ある文化権（cultural right）と関連づけられうるか
どうかを、多角的、網羅的に検証している。憲法
第25条そして日本国憲法の成立過程、憲法制定の
際の附帯決議に記された「文化国家」概念の歴史的
展開、生存権の思想史における「文化」の扱い、さ
らには第25条の条文を提案した森戸辰男と鈴木義
男の人物像までを詳しく分析し、最後に文化権の
思想的・制度的・学問的発展を整理した上で、以

下のように結論づける。
「日本国憲法第25条第1項は、時代に応じた文
化的生活を生存権の保障内容に呼び込む文言であ
り、国際社会の動向をふまえた文化権の憲法上の

根拠規定として、読むことができる
テキストである。その読みが今日実
現に至っていないのは、第25条の文
言それ自体というよりも、そのよう
に憲法を読んできた私たち社会の側
の解釈の問題、究極的には主権者の
側の意思決定の問題である。」（328-

329頁）
本書は以上のように、文化政策
研究の見地から憲法や文化をめぐる
権利思想の研究に新たな扉を開くも

のであるが、同時に文化の概念史研究としても興
味深い。とりわけ近代日本においてドイツの文化
（Kultur）や文化国家（Kulturstaat）概念が輸入され
独自の発展を遂げていく過程の叙述は、文化概念
をめぐる国際文化関係の歴史としてスリリングに
読むことができる。憲法第25条を考案した人びと
は1920年代前半のドイツに滞在経験があり、当時
のワイマール憲法に大いに共感していたというが、
同憲法の当該条文（第151条）では「人間たるに値す
る生活（menschenwürdiges Leben）」という表現を
用いており、文化に関する言及はなかった。「人間
たるに値する生活」を「文化的な生活」と読み替えた
のは日本国憲法のオリジナルな用語法である。憲
法第25条は、文化概念が日本で独自の展開を遂げ
たひとつのステップととらえることもできよう。
本書は文化政策研究上の関心から日本国憲法第

25条における「文化的に生きる権利」の思想的広が
りを照射したが、逆に本書の議論から「文化政策が
扱う文化とは何か」「文化権とはなにか」を考え直す
こともできる。コロナ禍そして戦争が展開する今、
本書の論点をふまえ、人間が文化的に生きるため
の政策実践のありかたを、新世代の主権者である
学生たちとともに考えていきたい。




